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河川の管理区分について（イメージ図）

ニ級河川

一級河川 二級河川

国（国土交通省）が管理

都道府県又は政令指定
都市の長が一部の管理
事務を行う
（指定区間）

都道府県又は政令指定都市
が管理

準用河川

一級河川(直轄管理区間)

一級河川(指定区間)

準用河川

都府県境

普通河川(河川法不適用)

市町村が管理

一級水系
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流水の占用の許可（第23条）、土地の占用の許可（第24条）、土石等の
採取の許可（第25条）、工作物の新築等の許可（第26条）、土地の掘削
等の許可（第27条）、竹木の流送等の禁止、制限又は許可（第28条）等
の河川の利用に係る許可・行為制限

一級河川指定されると・・・

河川管理者の監督処分（第75条）等、河川管理者からの行政監督

第102条以下の罰則の適用対象

・・・といった法規制の対象となる。

一方、一級河川指定されることで、各市町村の予算による改修、管理
だったものが、国・都道府県の費用負担による改修・管理の対象となる。

－４－

一級河川指定による効果



一級河川指定による効果

一級河川に係る国の費用負担の原則

直轄区間（河川法第６０条第１項）

河川改修等
国庫負担率・・・２／３（一般工事）、７／１０（大規模工事）

河川維持修繕等
国庫負担率・・・１０／１０ ・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

指定区間（知事一部管理）（河川法第６０条第２項）

河川改修等
国庫負担率・・・１／２（河川改修工事）、

一定の大規模工事については、緊急性に応じ、
２／３又は５．５／１０等・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

（参考）

－５－

河川現況台帳（河川法第１２条第２項）に記載されている一級河川（直轄区間を除く。）
及び二級河川の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長が、普通交
付税の算定に関する基準（基準財政需要額を算出する基準）となる。



・官報告示（河川法第4条第5項）

一級河川指定の流れ

・都道府県からの要望聴取（地方整備局等）

・本省による地方整備局等からのヒアリング

・関係行政機関との協議・関係都道府県知事からの意見聴取
（河川法第4条第3項）
※関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県
の議会の議決を経なければならない。（河川法第4条第4項）

・社会資本整備審議会への意見聴取（河川法第4条第3項）

一級河川指定手続きの流れ

－６－



一級河川指定等(案)一覧表

－７－

水系名 河川名
都道府県名
（市町村名）

区分 指定等の延長 指定等の理由 県管理

① 子吉川

しみずがわ

清水川

秋田県
（由利本荘市）

新規

増 １．４ｋｍ

子吉川水系子吉川では、古くより度々、河岸の欠壊、氾
濫による被害を受けており、抜本的な治水計画として、昭
和６２年に鳥海ダム建設が計画されたものである。鳥海
ダムは、その後、洪水調節のみならず正常流量の確保、
水道用水の確保を目的として位置付けられ、調査、検証、
評価等を経て、平成３０年１２月に基本計画が告示された。
基本計画により、ダムの影響区間が確定したため、その
区間内の河川について一級河川の指定（国管理）（新規）
を行うものである。

－

やしきさわがわ

屋敷沢川 増 ０．７ｋｍ

つなぎさわがわ

繋沢川 増 ０．６ｋｍ

たなかざわがわ

田中沢川 増 ０．６ｋｍ

ぼうむらさわがわ

棒村沢川 増 １．０ｋｍ

やまのさわがわ

山ノ沢川 増 ０．４ｋｍ

しだみさわがわ

シダミ沢川 増 ２．８ｋｍ

なかたしろさわがわ

中田代沢川 増 １．８ｋｍ

② 利根川
ぬくいがわ

温井川
群馬県
（藤岡市）

変更
減 ０．４ｋｍ
（５．７ｋｍ）

利根川水系温井川では、度々発生する浸水被害の軽減
を図るため、圃場整備事業と連携して河川改修工事を行
い、上流部の河川流路が変更となったことから、一級河
川の指定の変更（上流端の変更）を行うこととする。

○

③ 天竜川
まえだがわほうすいろ

前田川放水路
長野県
（塩尻市）

新規 増 ０．４ｋｍ

天竜川水系前田川では、河道の断面不足により度々発
生する氾濫対策として、洪水の一部を小野川へ流すため
の放水路整備を進め、令和元年度に完成したことから、
一級河川の指定（新規）を行うものである。

○



一級河川指定等(案)一覧表

－８－

水系名 河川名
都道府県名
（市町村名）

区分 指定等の延長 指定等の理由 県管理

④ 木曾川

しんぼりがわ

新堀川
岐阜県
（瑞穂市）

変更

減 ０．０１ｋｍ
（２．４ｋｍ）

木曾川水系天王川では、犀川遊水地事業の一環で、遊水
地に貯留した水を排水機場からスムーズに長良川へ排出
するための拡幅工事・分水路の整備を行い、これが平成３
０年度に完成した。これに伴い、木曾川水系新堀川及び
高野川が天王川へ合流することとなったことから、一級河
川の指定の変更（下流端の変更）を行うこととする。

○
たかのがわ

高野川
減 ０．７ｋｍ
（０．３ｋｍ）

⑤ 木曾川
いしだがわ

石田川
岐阜県
（山県市）

変更 －

木曾川水系鳥羽川では、河道の断面不足を解消させるた
め、鳥羽川と新川の間にある中堤の撤去、三田叉川のサ
イホンの解消等の工事を行い、この工事が令和元年度に
完成した。この工事に伴い、木曾川水系石田川が鳥羽川
へ合流することとなることから、一級河川の指定の変更
（下流端の変更）を行うこととする。

○

⑥ 斐伊川

きゅうかもがわ

旧加茂川

鳥取県
（米子市）

その他
（名称変
更）

－
鳥取県米子市の斐伊川水系旧加茂川は、治水対策とし
て加茂川で分水路
（長砂町）が整備された後、旧加茂川となったが、現在も、
地域住民が愛着をもって使っている「加茂川」とするため、
一級河川の指定、指定の変更及び廃止を行うこととする。
※整備された分水路の区間（現加茂川）は新加茂川とし
て指定し、旧加茂川 は廃止し、旧加茂川より分派してい
る旧加茂川放水路は、加茂川放水路として指定の変更を
行うこととする。

○

しんかもがわ

新加茂川 －

かもがわほうすいろ

加茂川放水路 －

ひがしやまがわ

東山川 －
合流点の名称変更に伴う変更

ごとうがわ

後藤川 －

注） 「指定等の延長」欄中の下段（ ）書は、今回の河川の指定等後の延長(km)である。



一級河川指定等(案)の概要

１ 令和元年７月現在の一級河川指定状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０６６河川
河川延長 ８８，１００．７km

２ 今回の一級河川指定等（案）

(1) 新 規 ９河川 ９．７km
(2) 延長減 ３河川 △１．２km
(3) 延長増減なし １河川 －
(4) その他（名称変更） ５河川 －

合計 １８河川 ８．５km

３ 今回の一級河川指定等後の状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０７５河川
河川延長 ８８，１０９．２km

－９－



一級河川指定等告示(案)

－１０－
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指
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指
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指
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通
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第
百
六
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よ
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又
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指
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一級河川指定等告示(案)
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参照条文

－１２－

○
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
）

第
四
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
級
河
川
」
と
は
、
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経

済
上
特
に
重
要
な
水
系
で
政
令
で
指
定
し
た
も
の
に
係
る
河
川
（
公
共
の
水
流

及
び
水
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
い

う
。

２
～
４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
を
指
定
す
る
と
き
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
水
系
ご
と
に
、
そ
の
名
称
及
び
区
間

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

一
級
河
川
の
指
定
の
変
更
又
は
廃
止
の
手
続
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河

川
の
指
定
の
手
続
に
準
じ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
河
川
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
の
指
定
の
公
示
）

第
一
条
の
三

法
第
四
条
第
五
項
の
公
示
は
、
次
の
各
号
の
一
以
上
に
よ
り
区
間

の
起
点
及
び
終
点
を
明
示
し
て
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

市
町
村
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二

一
定
の
地
物
、
施
設
又
は
工
作
物

三

平
面
図


